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(57)【要約】
　銅電鋳層とニオブ製薄肉管材とが強固に接合している銅電鋳／ニオブ複合管材を工業的
に有利に製造するために、ニオブ製薄肉管材の外周および内外周のいずれか一方もしくは
両方の周表面にニッケル薄膜を被覆し、電鋳法により、ニッケル薄膜の表面に銅を被覆し
、続いてアニールすることにより、銅電鋳／ニオブ複合管材を製造する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ニオブ製薄肉管材の外周および内外周のいずれか一方もしくは両方の周表面にニッケル
薄膜を被覆し、電鋳法により、ニッケル薄膜の表面に銅を被覆し、続いてアニールするこ
とを特徴とする銅電鋳／ニオブ複合管材の製造方法。
【請求項２】
　ニオブ製薄肉管材が、管材の軸方向に沿う継ぎ目が１箇所以下となるように成形加工さ
れたものである請求の範囲第１項に記載の製造方法。
【請求項３】
　銅電鋳／ニオブ複合管材を構成するニオブ製薄肉管材は、その肉厚が０．２～１．５ｍ
ｍの範囲であって、直径が１００～６００ｍｍ、長さが２００～４，０００ｍｍの範囲の
ものであることを特徴とする請求の範囲第１項または第２項に記載の製造方法。
【請求項４】
　ニッケル薄膜を被覆するに先立ち、ニオブ製薄肉管材の表面の酸化を促進しないように
して清浄化することを特徴とする請求の範囲第１項～第３項のいずれかに記載の製造方法
。
【請求項５】
　ニッケル薄膜の被覆を、電気めっき法によって行うことを特徴とする請求の範囲第１項
～第４項のいずれかに記載の製造方法。
【請求項６】
　アニールを、非酸化性雰囲気下で行うことを特徴とする請求の範囲第１項～第５項のい
ずれかに記載の製造方法。
【請求項７】
　銅電鋳層は、その被覆形成する膜厚が０．２ｍｍ以上である請求の範囲第１項～第６項
のいずれかに記載の製造方法。
【請求項８】
　アニール後、さらに銅電鋳外周面を機械加工して形状精度を整えて、空洞成形の為の液
圧バルジ加工に供するようにしたことを特徴とする請求の範囲第１項～第７項のいずれか
に記載の製造方法。
【請求項９】
　ニッケル薄膜の膜厚は、０．０５～５μｍの範囲であることを特徴とする請求の範囲第
１項～第８項のいずれかに記載の製造方法。
【請求項１０】
　アニールを、４００℃以上で行うことを特徴とする請求の範囲第１項～第９項のいずれ
かに記載の製造方法。
【請求項１１】
　ニオブ製薄肉管材の外周および内外周のいずれか一方もしくは両方の周表面にニッケル
薄膜を被覆し、電鋳法により、ニッケル薄膜の表面に銅を被覆し、ＨＩＰ接合法によって
、ニッケル薄膜を介して銅電鋳層とニオブ製薄膜管材とを接合することを特徴とする銅電
鋳／ニオブ複合管材の製造方法。
【請求項１２】
　銅電鋳／ニオブ複合管材が、超伝導加速空洞成形用に供するものであることを特徴とす
る請求の範囲第１項～第１１項のいずれかに記載の製造方法。
【請求項１３】
　請求の範囲第１項～第１２項のいずれかに記載の方法により得られた銅電鋳／ニオブ複
合管材を、液圧バルジ加工することを特徴とする超伝導加速空洞の製造方法。
【請求項１４】
　ニオブ製薄肉管材の外周および内外周のいずれか一方もしくは両方の周表面に、ニッケ
ル薄膜を介して銅電鋳層が接合していることを特徴とする銅電鋳／ニオブ複合管材。
【請求項１５】
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　請求の範囲第１項～第１２項のいずれかに記載の方法により製造されたことを特徴とす
る銅電鋳／ニオブ複合管材。
【請求項１６】
　請求の範囲第１項～第１２項のいずれかに記載の方法により得られた銅電鋳／ニオブ複
合管材を、液圧バルジ加工してなることを特徴とする超伝導加速空洞。
【請求項１７】
　ニオブ製薄肉管材の外周および内周のいずれか一方もしくは両方の表面がニッケル薄膜
で被覆されており、さらに、ニッケル薄膜表面に銅電鋳層が形成している複合管材を、４
００℃以上の温度でアニールすることにより、該銅電鋳層と該ニオブ製薄肉管材とを接合
することを特徴とする銅電鋳層とニオブ製薄肉管材との接合方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、基本的にその円周方向に溶接による連続した継ぎ目を有しない超伝導加速
空洞を製作する為の出発素材となり得る、電鋳銅とニオブとが強固に一体接合化した新規
な複合管材とその製造方法、当該複合管材から成形される超伝導加速空洞とその製造方法
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子、陽電子、陽子など荷電粒子を高周波で加速する超伝導加速空洞の製作方法
として、最も一般的に採用されているのは、図１に示すように板状のニオブを深絞り加工
、切削加工などを適宜選択して空洞を構成する主要部品を製作し、これらを電子ビーム溶
接で接合一体化すると言うものである。この製作法は、加工工程も多く、必然的に加速空
洞の製作コストを押し上げると言う問題と電子ビーム溶接を多用する為に加速性能に関わ
る基本的な問題が存在する。例えば、溶接欠陥の存在、特に空洞の赤道部にそれが有る時
には、しばしば溶接部位での発熱が見られ、高加速電界を阻害することが知られている。
しかし、これに代替しうる安定的且つ、優れた加速空洞の製作法が見出せないために現在
に於いても最も多用されている方法である。なお、図２は、現在でも多用されている前記
方法で製作した単セルの超伝導加速空洞を例とし部位名称を示している。
【０００３】
　一方で、数多くの特許文献にも見られるように、過去から経済的で優れた加速性能を有
する超伝導加速空洞の提供を目指して数多くの製造法が検討され、且つ提案されている。
例えば特許文献１に記載の方法は、それ以前の技術が本来の加速空洞の加速と言う機能面
から勘案すると異常に厚い、高価なニオブ材を使用していることの問題点に着目したもの
である。つまり、ニオブの薄肉化を達成する為にアルミニウムないしその合金のパイプを
心材として、この外周面にスパッター加工によりニオブ薄膜とその上に銅の薄膜とを設け
て、電気めっきにより銅を厚く被覆せしめ、しかる後にバルジ加工でパイプを拡管して中
央部を膨らませて球体形状とした後に、心材としたアルミニウムないしその合金を溶解除
去して超伝導空洞を製作するというものである。しかし、この方法は、ニオブ材の節約と
電子ビーム溶接による接合部分をなくせるという利点はあっても、酸やアルカリで除去す
る時に生ずるニオブ表面の汚染、成膜したニオブの純度、拡管加工によるニオブ薄層の受
けるストレスが全く考慮されていない。つまり元々５～６μｍしか被覆されていないニオ
ブが拡管に耐えうる筈もなく、また、拡管で生ずるニオブ表面の「しわ」や「凹凸」、そ
れに加速空洞になってから後に、ニオブ表面の汚染除去のために実施することの多い化学
研磨や電解研磨でのニオブの溶解減肉が全く考慮されておらず、現実には、全く利用でき
ない方法となっている。さらに付け加えて、ニオブ薄膜及び銅薄膜を形成させるための高
価な大型真空成膜装置を必須とするなどのコストの問題も存在する。
【０００４】
　特許文献２に記載の方法は、特許文献１の方法が拡管工程をニオブ薄膜スパッターの後
に実施することを必須とするのとは対照的に、まずアルミニウム合金管ないし無酸素銅材
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を利用して事前に絞り加工と拡管加工の両方を行って空洞形状と為した後に、内面を鏡面
仕上げしてＲＦマグネトロンスパッターによってニオブを空洞の内面に被覆して超伝導加
速空洞とするといういたって現実的な方法である。しかし、加速空洞自体が元々球体形状
をしており、スパッターしたニオブ薄膜の膜厚分布の均一性に問題がある。また薄膜形成
でしばしば遭遇するピンホールの発生など性能に影響する基本的な問題が有る。さらに特
許文献１の方法と同様に、空洞内部の表面汚染除去の為の空洞内面の化学研磨や電解研磨
に伴うニオブの溶解減肉の問題も依然として解消されていない。化学研磨ないし電解研磨
によるニオブの溶解損失を考慮に入れて、成膜厚を厚く設定すれば、成膜時間の問題もさ
ることながら表面平坦性にも問題を生ずる。また特許文献１の場合と同様に、大型且つ高
価な真空成膜装置を必須としている。従って、特許文献２の製造方法は、実用上の弊害も
多くまた性能的に見ても高い加速電界が得られないことから安定した超伝導加速空洞の製
造方法とはなり得ていない。
【０００５】
　特許文献３に記載の方法は、前記のような真空成膜装置（真空チャンバー）を利用する
ニオブ薄膜成膜法の難点に鑑みて提案された方法で、ニオブの薄膜成膜と言う方法を採ら
ず、０．３～１．０ｍｍ厚のニオブ薄板から、絞り加工やプレス加工で空洞部品を製作し
、電子ビーム溶接法で一体化して空洞を成形、その後ニオブ外周面を電気めっきや溶射法
で銅を肉盛りする製造方法である。具体的な方法として、ニオブ表面に、まず０．１μｍ
以上の厚さの金を被覆し、しかる後に非酸化性雰囲気に於いて全体を加熱（３００℃、１
時間）して金とニオブとの拡散層を形成させて密着させ、電気めっき法やプラズマ溶射法
で１～３ｍｍ厚に銅を被覆した超伝導加速空洞の製造方法を提案している。この方法は、
基本的に使用するニオブ材を単純に薄肉化しただけであり、従来の空洞製作と基本的に同
じである。さらに金を電気めっきによって被覆し、熱拡散させて密着させ、続いて電気銅
めっきないしプラズマ法による銅粉末溶射で最終的に空洞とするものであるが、本発明者
等の追試では、当該温度でのニオブへの金の拡散層の形成は見られず、また密着性の改善
効果もない。さらに形状的に凹凸の起伏の多い超伝導空洞外周に対して、均一膜厚を保証
しうる電気銅めっき及び溶射銅は技術的に不可能である。結論として工法の完成度からも
またコスト的に見てニオブ材の使用量低減の効果を相殺するほど低コストとはなり得ず、
その実現性には疑問がある。
【０００６】
　一方、近年では非特許文献１に開示されているように、ニオブ材から深絞り加工、切削
加工等によって空洞のパーツを製作し、電子ビーム溶接で接合一体化する従来工法を簡略
化し、高価な電子ビーム溶接を極力省略してコストダウンと溶接欠陥から派生する問題を
回避して、高加速電界を達成しようとする試みが、継ぎ目なし（シームレス）の超伝導空
洞製作法の開発という形で実現しつつある。このような電子ビーム溶接部を低減させた、
いわゆるシームレス加速空洞の製作法は、ニオブ管材（パイプ材）を出発材料とし、爆着
成形法、スピニング成形法、液圧バルジ成形法（ハイドロフォーム法）などで超伝導空洞
に特有な球体形状を一気に成型する方法であり、公知の技術として知られている。
【０００７】
　前記のうち第一に挙げた爆着成形法を利用した成形方法は、管材の内面に火薬を仕掛け
て爆発の圧力で成形しようとするもので、球体形状を有する超伝導空洞の場合には、瞬時
にニオブ管内に変形圧力が付与されるので、素材を局所的に引き延ばすだけの結果となり
、加工後の素材肉厚が一定せず、加えて特定の部位に亀裂が発生するという大きな難点を
抱えており、有用な工法とはなり得ていない。
【０００８】
　第二に挙げたスピニング成形法は、板状ニオブを利用して空洞形状を為した型材の表面
に沿い、回転させながら板材を変形させて加工する方法である。この方法で少なくとも空
洞の赤道部に電子ビーム溶接部位を持たないシームレスニオブ製空洞を製作するのは可能
であるが、板状のニオブを無理やり型材表面に沿って形状加工するために、空洞内面に皺
、クラックが発生する。従って空洞形状成形後に、内表面のクラックや皺の除去のために
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多大な表面研磨除去作業を伴うことも否めない。なお、特許文献４は、スピニング成型法
によって超伝導空洞を製作する為の提案例である。
【０００９】
　第三に挙げた液圧バルジ成形法は、出発材料のシームレスのニオブ管材の外側に予め準
備した成形型を配して、管材両端から押し縮めて型内部に向かってニオブ材を供給しつつ
、管材内部に油圧を付与して球体形状と為すものである。この方法は、空洞内面にごく僅
かな凹凸を生じるが、前記した他の２つの方法と比べると優れており、シームレス空洞の
製作方法としては、最も完成されたものである。
【００１０】
　以上に述べたシームレス加速空洞の製作法は、いずれもニオブ単体の管材から直接超伝
導空洞を成形加工するので、電子ビーム接合部位を大幅に低減して高加速電界の達成と言
う目標に向かって前進したものである。しかし、加速空洞は、圧力容器としての構造的な
要件を満足させる必要があり、そのために高価なニオブ材を厚肉で使用しているという問
題に加えて、常温でのニオブの高い電気抵抗値が、極低温での高加速電界を阻害する局所
発熱現象（ホットスポットと称される。）を誘発し、超伝導状態の破れ（クエンチ）を招
くというニオブ材の抱える本質的な問題の解消に繋がっていない。なお、特許文献５には
、必ずしもシームレス空洞の製作が提案されている訳ではないが、液圧バルジ法を応用し
た空洞の製作方法が開示されている。
【００１１】
　また、高価なニオブ材を必要以上に使用することを回避しつつ、ホットスポットの発生
低減を計ることを目的とし、ニオブ材の外周部に放熱安定化材として低コストで熱伝導性
の良い銅などの金属をニオブと複合化させた管材を創製して出発材料とする新たなシーム
レス空洞の製作方法も提案され始めている。
【００１２】
　特許文献６は、放熱安定化材を良熱伝導材料と表現しているが、この良熱伝導材料の厚
みよりも薄肉で、電子ビーム接合面を全く有しないシームレスニオブ管材の内外に良熱伝
導材料からなる管材を挿入して、熱間等法加圧接合法（ＨＩＰ法）により銅／ニオブ／銅
の複合管材となし、これを液圧バルジ成形することによって電子ビーム溶接を極限にまで
低減したシームレス超伝導空洞の製作方法を開示する。この方法において、ニオブ管材の
内側円筒となる銅管材の役割は、ＨＩＰ接合法に伴う高温高圧の条件下での、ニオブの劣
化を防止することにある。しかし、バルジ加工終了後は、銅の溶解薬剤、例えば硝酸など
によって内側円筒の銅管材を溶解除去しなければならないという問題がある。それに加え
て、ＨＩＰ接合法そのものが高価、且つ特殊な装置を要し、しかもバッチ加工が基本であ
る。さらに、ＨＩＰ接合法を前記の銅／ニオブ複合管の製作に適用する場合の最大の難点
は、内側円筒、ニオブ管、外側円筒のそれぞれを挿入し易いように径の嵌め合い公差に余
裕を持たせて設計製作すると、接合強度が十分に確保できないことである。したがって、
軸方向の短い超伝導空洞用の複合管材を製作する場合はともかくとして、全長が１ｍを越
える一般的な超伝導空洞用の複合管材を製作する方法にＨＩＰ接合は適していない。
【００１３】
　特許文献７には、ＨＩＰ接合法の問題点を勘案して、常伝導金属材とニオブ材とを加熱
して熱間圧延することによって、あるいは常伝導金属管材からなる円筒とニオブ材からな
る円筒とを円柱とともに熱間で径を縮小しながら押出し加工することによって、常伝導金
属材とニオブ材とを一体化させて加速空洞成形用の複合管材と為す製作法が記載されてい
る。しかし、この工法は余りにも煩雑であって、大量にクラッド素管を生産する場合はと
もかくとして、低コストという目的にはそぐわない。
【００１４】
【特許文献１】特開昭６０－２６１２０２号公報
【特許文献２】特開平０１－２３１３００号公報
【特許文献３】特開平０３－２７４８０５号公報
【特許文献４】特開２００２－１４１１９６号公報
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【非特許文献１】ニオブ・銅クラッド材を用いたシームレス超伝導高周波加速空洞の開発
，Ｐ１２～１５，平成１４年７月（文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　ここまでで述べたように、従来の超伝導加速空洞の製作方法およびそれによって製作さ
れた加速空洞は多くの問題を抱えている。そのため、この分野においては、（１）電子ビ
ーム溶接部位を極限まで低減し、製作コストと溶接欠陥を大幅に低減すること、（２）そ
れによって空洞の円周方向（赤道方向）に存在する溶接線起因の欠陥を無くし、局所発熱
によるクエンチ現象を回避して高加速電界を達成すること、および（３）高価なニオブ材
の使用量を低減し、低コストでニオブ材の高い抵抗値に由来した局所発熱現象の発生を抑
制し、高加速電界を達成することなどが求められている。
　それらの要求に応えるべく、本発明では、液圧バルジ成形法による加工（液圧バルジ加
工）に耐え得る強固な接合強度とした銅とニオブの新規な複合シームレス管材を提供し、
それにより低コストで高加速電界を同時に達成する加速空洞を具現化することを課題とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明者らは、汎用の電鋳法によって、液圧バルジ成形に耐え得る強固な接合強度とし
た銅とニオブの新規な複合シームレス管材を提供し、それにより低コストで高加速電界を
同時に達成する加速空洞を具現化しようと考えた。より詳しくは、予め準備されたニオブ
管材を用いて、特別な製造設備なしに汎用の電鋳法を採用して、過去にめっき法で達成さ
れたことのない電鋳銅とニオブとの強固な密着性を具現化し、液圧バルジ成形時の高度な
加工応力と拡管に追従できる伸びを有する新規な電鋳銅／ニオブ複合管材を創製しようと
考えた。なお、液圧バルジ成形法の原理を図３に示す。
【００１７】
　超伝導空洞用に利用するニオブ材料に直接電気めっき（電鋳）技術で良熱伝導金属を被
覆して成功した事例は見当たらない。唯一特許文献３に開示される、極薄膜の金めっきと
これを介しての銅めっきの例があるに過ぎない。しかし当該文献に記載の金めっきは、如
何なる手段で電気めっき被覆したのか不明であり、その内容の開示はない。本発明者らが
追試してみると、３００℃での熱処理で同文献にあるような金の拡散現象は見られず、ま
た金を介しての銅めっき皮膜の密着性も得られなかった。ニオブは、活性度の高い金属で
あるため、大気中では常にその表面が酸化皮膜（不動態皮膜）で覆われている。これがニ
オブ材と電気めっきによる銅とを密着させがたい理由となっているのは良く知られたとこ
ろである。つまり、一部の活性度の高い金属種を除いて、電気めっき技術においては、金
属種に対応した薬剤処理で以って当該酸化皮膜を除去することにより、素材金属とめっき
した金属とを金属結合させて密着させ得るというのが基本原理となっている。
【００１８】
　本発明者らは、まず、銅電鋳に至る迄の電鋳前処理を含めた種々の試験、つまり脱脂工
程、酸化皮膜（不動態皮膜）除去工程＝活性化工程、それに下地金属と電鋳金属との間の
イオン化傾向が乖離している場合の置換防止対策として一般的なストライクめっき工程な
どを適宜組み合わせた試験を試みた。特にニオブの場合には、被覆する銅との電位差（イ
オン化傾向）が乖離しており、活性化工程の後に直ちに銅電鋳に移行すると、置換した銅
が付着するためには何某かのストライクめっき工程を必要とすると考えられたが、事実そ
の通りになることも確認した。なお、銅電鋳に利用する銅めっき液（銅電鋳浴）は、硫酸
銅浴とした。以下にそれらの試験について述べる。
【００１９】
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１）ニオブ材に銅電鋳を密着させる為の電鋳前処理に関する予備試験
　ニオブ表面から油性の汚れ成分を除去する為の脱脂工程では、非電気的に実施する浸漬
脱脂と、電気的に実施する電解脱脂とを試みた。また活性化工程では、ニオブないしニオ
ブ酸化物を溶解除去する薬剤としてフッ化水素酸を用いて単純に浸漬するだけの酸化皮膜
除去方法（浸漬活性化）と、フッ化水素酸と硫酸との混合液を用いて陽極的に電解除去す
る方法および陰極的に電解する方法（電解活性化）などを試みた。また、脱脂、活性化工
程に続いて適用されるストライクめっき工程では、銅ストライク、ニッケルストライク、
金ストライクなどを試みた。なお銅電鋳浴は、硫酸銅１４５～１５５ｇ／Ｌ、硫酸１３０
～１４０ｇ／Ｌ、塩素イオン２０～３０ｍｇ／Ｌで、条件として温度２０～３０℃、電流
密度３Ａ／ｄｍ２、エア撹拌下に適用した。銅電鋳厚は、０．２ｍｍとし、ニオブ材（板
）の表裏に被覆した。ニオブ材としては、１０ｍｍ幅×５０ｍｍ長さ×２．５ｍｍ厚の超
伝導加速空洞用のニオブ板を受理状態で用いた。また、銅電鋳後には、熱処理による拡散
層の形成の有無とその効果を判別するために、真空炉中で３００℃、２時間のアニールを
行ったものも作製した。なお、銅電鋳層のニオブに対する密着性を定性評価する方法とし
て、ＪＩＳ―Ｈ―８５０４の密着性試験方法の「曲げ試験方法」を利用した。また、拡散
層の有無は、ＥＰＭＡ（電子線マイクロアナライザー：島津製作所製ＥＰＭＡ８７０５）
により、評価試料の断面の特性Ｘ線像で観察した。
【００２０】
　表１に評価結果を取りまとめたが、この予備試験では、電鋳銅とニオブとを強固に密着
し得る組み合わせを見出せていない。
【００２１】
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【表１】

【００２２】
　強固な密着性の確保という目的に対して、表１の結果は、必ずしも満足し得るものでは
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ない。またストライクめっきを実施したものに於いても、銅電鋳層のニオブからの剥離箇
所は、いずれもニオブとストライクめっき層の界面に見られている。このような状態に於
いて、敢えて適切な方法として選定すれば、脱脂工程としては、浸漬脱脂ないし陰極的電
解脱脂が好ましいことを前記結果は示している。また活性化工程についても、やはり浸漬
活性化か、電気的に行うのであれば陰極的に電解するのが良いことを示している。さらに
ストライクめっきについては、ニッケル、銅、金の３者を比較するとニッケルが最も好ま
しい結果となっている。３００℃での熱処理（アニール）の有効性については、条件的な
不備があるためか、いずれのストライクめっき金属の場合も拡散層の存在は確認できてい
ない。なお、ニオブに限らずめっき後の脱水素を目的とする熱処理は、１５０～２５０℃
の範囲で実施されることが多く、大抵は密着性の改善に効果がある。しかし、今般のニオ
ブ材と銅電鋳に限って見れば、特別その効果があるようには見えない。
【００２３】
　そこで本発明者らは、取り敢えず予備試験の結果を取り入れつつ、銅電鋳工程前のニオ
ブ材の表面仕上げの影響、脱脂工程及び活性化工程などの影響をさらに詳細に検討するこ
ととした。なお、ストライクめっきは、最も効果的に見えるニッケルストライクに限定し
た。また、銅電鋳後のアニールは本当に意味がないのかということを、温度条件を変化さ
せ、改めて確認することとした。
【００２４】
２）ニオブ材に銅電鋳を密着させる為の前処理とアニール条件に関する試験
　ニオブ材は、先の予備試験と同じものを利用した。この試験では、（ｉ）ニオブ材の表
面仕上げとして、受理状態（仕上げなし）、＃４００エメリーペーパー仕上げ、＃４００
エメリーを研掃材として利用したサンドブラスト仕上げの比較を行った。（ｉｉ）脱脂に
ついては、陰極電解脱脂に固定した。（ｉｉｉ）活性化については、フッ化水素酸を用い
た浸漬活性化及びフッ化水素酸の効果を促進するために硝酸を併用した浸漬活性化の２種
類の浸漬活性化、並びにフッ化水素酸と硫酸との混液による陰極電解活性化の比較を行っ
た。なお、前記硝酸を併用した浸漬活性化の場合の混合割合などの条件は、４６％フッ化
水素酸５０～１００ｍＬ／Ｌ、６１％硝酸１００～２５０ｍＬ／Ｌ、温度２０～３０℃、
時間１～２０分間である。さらに、（ｉＶ）銅電鋳後のアニール条件については、アニー
ルなし、およびアニール温度３００℃、４００℃、５００℃、６００℃、７００℃の６条
件の比較を行った。アニール時間は全て真空炉中２時間保持とし、銅電鋳浴の組成、適用
条件、銅電鋳被覆膜厚は、前記１）の予備試験と同じにした。作製した試料の評価として
は、予備試験と同じ９０°曲げ試験を行い、また、拡散層の存在の有無をＥＰＭＡによる
評価試料の断面の特性Ｘ線像で観察した。
【００２５】
　表２は、この試験２）の結果を示すものである。ニオブ材の表面仕上げとしては、表面
の清浄化と接合面積の増加による密着力の改善を期待してサンドブラスト処理したものを
供したが、何故か好ましくない結果となっている。敢えて推論すれば、サンドブラストに
用いる研掃材（砥粒）のニオブ表面への衝突により発生する衝撃熱のために、表面清浄化
が優先するよりもニオブ表面への酸化層の形成の方が優先し、これがその後の工程にまで
影響するものと考えられる。また、活性化工程に於いて、酸化剤（硝酸）をフッ化水素酸
と併用し、積極的にニオブ表面を溶解させて活性化を行なうことを意図したが、意に反し
て密着性には悪影響をもたらす。この理由も、活性化工程でニオブを積極的に酸化する薬
剤を使用したり、陽極的に電解処理する方法を採ると、ニオブに於いては逆に強固な酸化
皮膜を形成するためと考えられる。表２には特に記載していないが、この確認実験として
、フッ化水素酸と硝酸とを併用した浸漬活性化の代わりに、フッ化水素酸と硫酸との混合
液を用いて陽極的に電解活性化処理して、６００℃でのアニールを行ってみると、アニー
ルの効果が失せることでも確認できた。なお、銅電鋳層とニオブとの密着性に及ぼすアニ
ールの効果は、４００℃から現れ始めることが９０°曲げ試験による密着性の評価結果か
らわかる。しかしＥＰＭＡの特性Ｘ線像では、４００℃での拡散層の存在は認められず、
５００℃に至って初めてそれが認められたが、ニオブ側へのニッケルないし銅の拡散は殆
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ど認められず、もっぱら銅電鋳層側へのニッケルの拡散となっている。したがって、アニ
ールによるニオブと銅との密着性の改善は単純に拡散層の形成によるものともいえない。
【００２６】
【表２】

【００２７】
　以上の結果を総合すると、ニオブ材に対して密着性に優れる銅電鋳層の被覆方法として
は、銅電鋳層形成までの全ての工程について、ニオブ表面を積極的に酸化させないような
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工程を採り、ニッケルによるストライクめっきを介して銅電鋳層を被覆し、次いで銅を酸
化させない雰囲気で少なくとも４００℃以上、より好ましくは５００℃以上の温度でアニ
ールすることで初めて達成し得ることを見出し、本発明の銅電鋳／ニオブ複合管材の創製
の見通しを得た。
【００２８】
３）銅電鋳層とニオブ材との密着強度に関わる試験
　前記のように、銅電鋳とニオブとを強固に密着させ得る方法を開発したが、実際にどの
程度の密着強度となっているのかを定量的に把握するために、この３）の試験を行った。
まず、１２０ｍｍ×１００ｍｍ×１０ｍｍの純ニオブ板を準備し、その片側面を＃４００
エメリー紙で研磨し、前記１）、２）の試験を通じて最も良いと考えられる工程、すなわ
ちニオブ表面を浸漬脱脂し、水洗し、陰極電解脱脂し、水洗し、硫酸とフッ化水素酸との
混合溶液を用いて陰極電解活性化し、水洗し、ニッケルストライクめっきする工程を経て
、硫酸銅浴にて３ｍｍ厚を目標に銅電鋳層を被覆した。しかる後、放電ワイヤーカットに
より、２０ｍｍ幅×５０ｍｍ長さ×（１０ｍｍ＋銅電鋳層厚）厚の小片となし、４００℃
×２時間、５００℃×２時間、６００℃×２時間、７００℃×２時間の４条件で真空アニ
ール処理した小片およびアニール処理しない小片（計５種類）を各２個ずつ作製した。最
後にフライス加工によって、図４に示した通りの、ＪＩＳ―Ｇ―０６０１のクラッド鋼の
試験方法に規定される「剪断強さ試験」用の試験片を作製し、万能引張試験機（島津製作
所製オートグラフＡＧ１０ＴＢ型）を用いて剪断強さを測定した。剪断部位を確認すると
、５００℃以上のアニール温度でニオブと銅電鋳層とが確実に接合されており、同様にし
て複合管材を創製した場合にも、その後の液圧バルジ成形に十分耐え得るものであること
を示している（表３参照）。
【００２９】
【表３】

【００３０】
　ニオブ材に対して電鋳法により厚い銅の層を被覆・密着させる条件を見出すことができ
、銅電鋳／ニオブ複合管材の製作も可能となった。なお、１）～３）の試験で特に言及し
ていないが、電解活性化に用いて好適なものとして、フッ化水素酸の代替としてフッ化ア
ンモニウム、フッ化カリウム、フッ化ナトリウムなどが挙げられる。また、ニッケルスト
ライク条件として硫酸ニッケル１５０～３００ｇ／Ｌ、硫酸１０～１００ｍＬ／Ｌ、温度
２０～３０℃および適用電流密度５～２０Ａ／ｄｍ２によっても同じく良好な結果を得る
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ことができる。
【００３１】
　さらに、先に例示した硫酸銅浴以外の利用できる銅電鋳浴としては、液圧バルジ成形法
での拡管率から勘案すれば、少なくとも４００℃以上の温度でアニールされた後に、２０
％以上より好ましくは４０％以上の破断伸びを示す電鋳層を被覆できる浴と条件であれば
利用することが可能である。また被覆すべき銅電鋳層の厚みは、必要に応じてコントロー
ルすることができるが、その多くは０．２～４．０ｍｍの範囲で十分である。
【００３２】
４）銅電鋳層の伸びに関わる試験
　さらなる試験として、銅電鋳層がどの程度の伸びに耐えられるのかを確認するための試
験を行った。まず、Ａ４版の大きさで厚み１０ｍｍのＡ５０５２アルミニウム合金板を準
備し、その片側面にアルミニウム用の前処理（ジンケート処理）を施し、ニッケルを約２
μｍめっきする工程を経て、硫酸銅浴にて３ｍｍ厚を目標に銅電鋳層を被覆した。しかる
後、銅電鋳表面をフライス加工により平滑化し、また不要なアルミニウム材をフライス加
工により１ｍｍ残しで除去してから、再度フライス加工によりＪＩＳ－Ｚ－２２０１に記
載の１３Ｂ号の引張試験片の形状に合わせて切り抜いた。切り抜いた試験片から、残った
アルミニウム部分を２０質量％水酸化ナトリウム水溶液により溶解除去した後、銅電鋳層
に残存するニッケル薄膜をエメリーペーパーで除去した。しかる後、該試験片を５００℃
×２時間、６００℃×２時間、７００℃×２時間の３条件で真空アニール処理したものお
よび真空アニール処理をしなかったものの４種類の引張試験片を得た。それぞれの試験片
について、万能引張試験機（島津製作所製オートグラフＡＧ１０ＴＢ型）を用いて引張速
度２ｍｍ／分で引張試験を行い、破断伸びおよび引張強度を測定した。なお、この試験で
はアルミ板を４枚準備して順次銅電鋳層を被覆し、各アルミ板において上記４種類の試験
片を１個ずつ作製することにより、１種類につき４個の試験片についての試験を行い、平
均値を求めた。結果を表４に示す。
【００３３】
【表４】

【００３４】
　表４に示されるように、５００℃以上で真空アニール処理した銅電鋳層は、４０％を優
に超える破断伸びを示しており、液圧バルジ加工時の伸びに十分対応できる伸びを有する
ものであることがわかる。また、超伝導加速空洞成形用のニオブ材の引張強度が通常１６
～１９ｋｇｆ／ｍｍ２程度であるのに対し、銅電鋳層の引張強度はそれを若干上回ってお
り、ニオブ材を薄くしても銅電鋳層の肉厚で強度を補えることがわかる。
【００３５】
　本発明の応用として、銅電鋳／ニオブ複合管材を製作する途中段階、つまり銅電鋳層を
被覆し、アニールに至るまでの段階で、アニールの代わりにＨＩＰ接合法を適用して銅電
鋳層とニオブ管材とを接合させることも可能であることはいうまでもない。
　すなわち、本発明は元々ニオブ管材に銅を被覆する方法であるからして、先の特許文献
６の方法を実施する際のように銅管とニオブ管との嵌め合い精度を全く気にする必要はな
くなり、銅電鋳層形成後は、ＨＩＰ接合法にとって最も理想的に銅とニオブとが近接して
存在する。但しこの場合、ＨＩＰ接合法の難点である高温高圧下でのニオブの変質を回避
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するためには、銅電鋳層の形成時にニオブ管材の内外面に陽極を配して銅電鋳被覆すれば
良いが、内面の余剰な銅を最終的に硝酸などで溶解除去するという無駄が生ずる。しかし
、ＨＩＰ接合法を銅電鋳／ニオブ管材に適用すると銅管材とニオブ管材との嵌め合いの為
の寸法精度の問題と長さの制約から解放されるという利点がある。
【００３６】
　本発明者らは、前記のように種々の知見を得た後、さらに検討を重ねて本発明を完成さ
せるに至った。
　すなわち、本発明は、
　［１］　ニオブ製薄肉管材の外周および内外周のいずれか一方もしくは両方の周表面に
ニッケル薄膜を被覆し、電鋳法により、ニッケル薄膜の表面に銅を被覆し、続いてアニー
ルすることを特徴とする銅電鋳／ニオブ複合管材の製造方法、
　［２］　ニオブ製薄肉管材が、管材の軸方向に沿う継ぎ目が１箇所以下となるように成
形加工されたものである前記［１］に記載の製造方法、
　［３］　銅電鋳／ニオブ複合管材を構成するニオブ製薄肉管材は、その肉厚が０．２～
１．５ｍｍの範囲であって、直径が１００～６００ｍｍ、長さが２００～４，０００ｍｍ
の範囲のものであることを特徴とする前記［１］または［２］に記載の製造方法、
　［４］　ニッケル薄膜を被覆するに先立ち、ニオブ製薄肉管材の表面の酸化を促進しな
いようにして清浄化することを特徴とする前記［１］～［３］のいずれかに記載の製造方
法、
　［５］　ニッケル薄膜の被覆を、電気めっき法によって行うことを特徴とする前記［１
］～［４］のいずれかに記載の製造方法、
　［６］　アニールを、非酸化性雰囲気下で行うことを特徴とする前記［１］～［５］の
いずれかに記載の製造方法、
　［７］　銅電鋳層は、その被覆形成する膜厚が０．２ｍｍ以上である前記［１］～［６
］のいずれかに記載の製造方法、
　［８］　アニール後、さらに銅電鋳外周面を機械加工して形状精度を整えて、空洞成形
の為の液圧バルジ加工に供するようにしたことを特徴とする前記［１］～［７］のいずれ
かに記載の製造方法、
　［９］　ニッケル薄膜の膜厚は、０．０５～５μｍの範囲であることを特徴とする前記
［１］～［８］のいずれかに記載の製造方法、
　［１０］　アニールを、４００℃以上で行うことを特徴とする前記［１］～［９］のい
ずれかに記載の製造方法、
　［１１］　ニオブ製薄肉管材の外周および内外周のいずれか一方もしくは両方の周表面
にニッケル薄膜を被覆し、電鋳法により、ニッケル薄膜の表面に銅を被覆し、ＨＩＰ接合
法によって、ニッケル薄膜を介して銅電鋳層とニオブ製薄膜管材とを接合することを特徴
とする銅電鋳／ニオブ複合管材の製造方法、
　［１２］　銅電鋳／ニオブ複合管材が、超伝導加速空洞成形用に供するものであること
を特徴とする前記［１］～［１１］のいずれかに記載の製造方法、
　［１３］　前記［１］～［１２］のいずれかに記載の方法により得られた銅電鋳／ニオ
ブ複合管材を、液圧バルジ加工することを特徴とする超伝導加速空洞の製造方法、
　［１４］　ニオブ製薄肉管材の外周および内外周のいずれか一方もしくは両方の周表面
に、ニッケル薄膜を介して銅電鋳層が接合していることを特徴とする銅電鋳／ニオブ複合
管材、
　［１５］　前記［１］～［１２］のいずれかに記載の方法により製造されたことを特徴
とする銅電鋳／ニオブ複合管材、
　［１６］　前記［１］～［１２］のいずれかに記載の方法により得られた銅電鋳／ニオ
ブ複合管材を、液圧バルジ加工してなることを特徴とする超伝導加速空洞、および
　［１７］　ニオブ製薄肉管材の外周および内周のいずれか一方もしくは両方の表面がニ
ッケル薄膜で被覆されており、さらに、ニッケル薄膜表面に銅電鋳層が形成している複合
管材を、４００℃以上の温度でアニールすることにより、該銅電鋳層と該ニオブ製薄肉管
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材とを接合することを特徴とする銅電鋳層とニオブ製薄肉管材との接合方法に関する。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明の製造方法によれば、銅電鋳／ニオブ複合管材、特にシームレスないし継ぎ目の
少ない複合管材を工業的に有利に製造できる。また、本発明の銅電鋳／ニオブ複合管材は
、ニオブ管材と銅電鋳とがニッケル薄膜を介して接合しているため、銅電鋳とニオブ製薄
肉管材との密着性が高く、液圧バルジ加工による拡管にも十分耐えうるので、超伝導加速
空洞の素材として特に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】図１は、ニオブ板材からスタートし、板巻き加工、深絞り成形、旋盤加工などを
駆使して製作した各パーツを電子ビーム溶接によって接合して一体化して成形された従来
の超伝導加速空洞の製作フローである。
【図２】図２は、従来法で成形された単セルの超伝導加速空洞とその部位名称を示した図
である。
【図３】図３は、液圧バルジ成形法の原理を示す図である。
【図４】図４は、銅電鋳層／ニオブからなる複合体の銅電鋳層の密着性を評価する為の剪
断強さ試験片の形状および試験法を示す図である。なお、この図中では、各数値は長さ（
ｍｍ）を表わす。
【図５】図５は、本発明の銅電鋳／ニオブ複合管材の好ましい製作フローである。
【符号の説明】
【００３９】
　１　　セル
　２　　ビームパイプ
　３　　真空フランジ
　４　　アイリス部
　５　　赤道部
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　本発明の銅電鋳／ニオブ複合管材の製造方法は、ニオブ製薄肉管材の外周面および内周
面のいずれか一方もしくは両方の周表面、好ましくは外周面および所望により内周面の表
面にニッケル薄膜を被覆し（ニッケル被覆工程）、次いで電鋳法により該ニッケル薄膜の
表面に銅を被覆し（銅電鋳工程）、続いてアニールする（アニール工程）ことによって製
造することを特徴とする。以下、ニオブ製薄肉管材および各工程について説明を加える。
【００４１】
（ニオブ製薄肉管材）
　本発明で利用するニオブ製薄肉管材は、本来シームレスであるのが最も望ましいが、加
速空洞の設計上の要求から派生するビームパイプ径やセル部赤道径を勘案した管径のもの
を常時安定入手するのは、はなはだ困難である。掛かる理由により、ニオブ板材から、例
えば板巻き加工し、突合せ面を電子ビーム溶接して管材としたものであってもよい。この
場合には、加速空洞のセル部分を完全にシームレス構造としたものとはならず、管材の軸
方向に沿う継ぎ目が１箇所だけ存在することになる。しかしながら、少なくともセルの赤
道部分の全周を電子ビーム溶接する場合に比べると欠陥発生率は比較にならない程低減す
る。そのため、本発明で用いられるニオブ製薄肉管材は、管材の軸方向に沿う継ぎ目が１
箇所以下となるように成形加工されたものであるのがよい。なお、ニオブ製薄肉管材の好
ましい寸法は、肉厚が０．２～１．５ｍｍの範囲、直径が１００～６００ｍｍの範囲、長
さが２００～４，０００ｍｍの範囲のものである。なお、前記「直径」とは、内径を意味
する。
【００４２】
　本発明では、前記ニオブ製薄肉管材をニッケル被覆工程に付す前に、該ニオブ製薄肉管
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材を、その表面の酸化を促進しないような清浄化工程に付すのがよい。前記清浄化工程は
、例えば、前記ニオブ製薄肉管材を不動態化させない条件下で脱脂処理し、ついで活性化
処理することにより実施される。また、前記脱脂処理前に、前記ニオブ製薄肉管材を研磨
して、前記ニオブ製薄肉管材の表面仕上げ処理を行ってもよい。
【００４３】
　前記表面仕上げ処理における研磨手段は、公知の研磨手段であってよいが、摩擦熱を抑
制するという点で、湿式で行われるのが好ましい。なお、前記の研磨は、脱脂処理の直前
に行われればよく、また、前記の研磨に先立って、化学的表面処理、例えば化学研磨や電
解研磨によって、表面の異物を除去したり平滑化したりしても差支えない。
【００４４】
　前記脱脂処理は、ニオブ製薄肉管材の表面の酸化を促進しないような条件下で行われる
が、この「表面の酸化を促進しないような条件」とは、ニオブ製薄肉管材の表面を積極的
に酸化させない条件を広く意味する。そのため、ニオブ製薄肉管材の表面が一部酸化して
いてもよい。脱脂手段としては、本発明の目的を阻害しない限り特に限定されず、浸漬脱
脂や陰極電解脱脂などの公知の脱脂手段が挙げられる。これに対し、陽極電解脱脂は、表
面を積極的に酸化させるおそれがあるので好ましくない。
【００４５】
　前記活性化処理は、本発明の目的を阻害しない限り特に限定されず、公知の活性化処理
であってもよいが、例えば、酸化剤を用いない浸漬活性化処理が好ましい。酸化剤は表面
の酸化皮膜形成を助長するおそれがあるので、これを用いずに浸漬活性化処理するのが好
ましいのである。また、陰極電解活性化処理も好ましい。これに対し、陽極電解活性化処
理は、表面を積極的に酸化させるおそれがあるので好ましくない。
【００４６】
（ニッケル被覆工程）
　本工程では、前記ニオブ製薄肉管材の外周面および内周面のいずれか一方もしくは両方
の周表面、好ましくは外周表面および所望により内周表面に、ニッケル薄膜で被覆する。
ニッケル薄膜の被覆は、常法に従い行われてよいが、電気めっき法によって行われるのが
好ましく、ニッケルストライクめっきが特に好ましい。また、真空チャンバーを利用せね
ばならないという問題を除けば、イオンプレーティング法も好ましいものである。
　なお、本工程により得られるニッケル薄膜の膜厚は、０．０５～５μｍの範囲であるの
が好ましい。
【００４７】
（銅電鋳工程）
　本工程では、ニッケル被覆工程で得られたニッケル薄膜が被覆したニオブ製薄肉管材の
ニッケル薄膜表面に、電鋳法により、銅を被覆する。本工程に用いられる銅めっき浴は、
本発明の目的を阻害しない限り特に限定されないが、好ましくは硫酸銅浴である。また、
本工程により、被覆形成される銅の膜厚は、好ましくは０．２ｍｍ以上である。なお、該
膜厚の上限を特に定める必要はないが、通常４ｍｍ程度以下で十分である。もっとも、４
ｍｍを超えてはならないというものでもない。
【００４８】
（アニール工程）
　本工程では、銅電鋳工程で得られた銅／ニッケル／ニオブ製薄肉管材をアニールする。
本工程により、ニッケル薄膜を介しての銅電鋳層とニオブ製薄肉管材との接合を強固にす
ることができる。前記アニールは、通常、熱処理を施すことによって行われるが、好まし
くは、非酸化性雰囲気下で行われる。前記アニール温度は、通常、４００℃以上であるが
、好ましくは５００℃以上であり、より好ましくは５００℃～８００℃である。
　また、本発明では、アニールに代えて、ＨＩＰ接合法を適用することにより、銅電鋳層
とニオブ製薄肉管材とを強固に接合させもよい。
【００４９】
　また表５に、本発明において好ましい、浸漬脱脂液、電解脱脂液、浸漬活性化液、電解
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活性化液、ニッケルストライク液および銅めっき浴の組成とその適用条件を示す。
【００５０】
【表５】

【００５１】
　かくして本発明により得られる銅電鋳／ニオブ複合管材は、通常、超伝導加速空洞成形
用に供せられるが、空洞形成の為の液圧バルジ加工、すなわち液圧バルジ成形法による加
工に供せられるようにするのが好ましい。また、前記アニール後、さらに銅電鋳層の外周
面を機械加工して形状精度を整えれば、空洞となったときの内面の形状精度がより向上す
る。
【００５２】
　前記銅電鋳／ニオブ複合管材から常法に従い超伝導加速空洞を製造することができ、前
記銅電鋳／ニオブ複合管材を液圧バルジ加工して得られた超伝導加速空洞もまた本発明の
一つである。前記液圧バルジ加工は、常法に従い行えばよい。
　なお、ＨＩＰ接合法を適用して得た銅電鋳／ニオブ複合管材を用いて超伝導加速空洞を
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製造する場合には、通常、ニオブ製薄肉管材の外周面および内周面の両方に、ニッケル薄
膜および銅電鋳層が設けられたものが用いられる。その場合には、液圧バルジ加工前もし
くは液圧バルジ加工後に、該内周面に設けられたニッケル薄膜および銅電鋳層を除去すれ
ばよい。
【実施例】
【００５３】
（実施例１）
　肉厚１．０ｍｍ、縦５００ｍｍ、横４００ｍｍのニオブ板を板巻き加工し、接合部分を
電子ビーム溶接（ＥＢＷ）して、直径１２７ｍｍ、長さ５００ｍｍのニオブ管材を製作し
た。ニオブ管材の表面を＃４００のエメリー紙により、湿式で研磨仕上げした後、下記表
６に記載した電解脱脂液、電解活性化液、ニッケルストライクめっき液と適用条件を用い
て、陰極電解脱脂処理および陰極電解活性化処理を行った後、ニッケルストライクめっき
を被覆し、次いで、硫酸銅１５２ｇ／Ｌ、硫酸１３５ｇ／Ｌ、塩素イオン２０ｍｇ／Ｌ、
温度２５℃、電流密度３Ａ／ｄｍ２の条件で、ニオブ薄肉管材を回転させながら３．５ｍ
ｍ厚を目標に銅電鋳被覆して、銅／ニッケル／ニオブ複合管材を製作した。当該複合管材
を放電ワイヤーカットして６０ｍｍ高さの円筒形試料を都合７個切り出し、１個は銅電鋳
のままアニールせず、他の６個についてはそれぞれ４００℃×１及び２４時間、５００℃
×１及び２４時間、６００℃×１時間、７００℃×１時間の真空アニールを行なうことに
より、７種類の銅電鋳／ニオブ複合管材を作製した。
【００５４】
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【表６】

【００５５】
　前記で得た銅電鋳／ニオブ複合管材のそれぞれから１５ｍｍ幅、長さ６０ｍｍの試験片
（円筒の高さ方向を試験片の長さ方向とした）を３本ずつ採取し、それぞれ３本ずつ９０
°曲げ試験に供した。
【００５６】
　前記で６０ｍｍ高さの円筒形試料を切り出した際に残った１２７ｍｍ径×８０ｍｍ長さ
の残材から、放電ワイヤーカットにより、５ｍｍ幅×１０ｍｍ長さの試験片（円筒の高さ
方向を試験片の長さ方向とした）を都合２１個採取し、前記の９０°曲げ試験片を作成す
る過程と同様に、銅電鋳のままアニールしない試料、４００℃×１及び２４時間、５００
℃×１及び２４時間、６００℃×１時間、７００℃×１時間の真空アニールした試料をそ
れぞれ３個ずつ作製して、残留水素の分析に供した。なお、水素の分析方法は、水素濃度
分析装置（ＬＥＣＯ社製　ＲＨ４０４）を用いた。表７に９０°曲げ試験による密着性の
評価と、銅電鋳層／ニオブ複合材に存在する水素濃度（吸蔵水素）の測定結果を併記して
示す。
【００５７】
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【表７】

【００５８】
　表７からは、電鋳後のアニールは、密着性確保にとってはなはだ重要で４００℃から徐
々にアニールの効果が認められ、５００℃以上では極めて安定した密着性を示すことがわ
かる。また、これを吸蔵水素量と対比させて見ると、５００℃を境として複合管材中の水
素量が低位安定してくることを発見した。したがって、密着性と複合管材中に存在する水
素量とがどのように相互作用し、また当該水素が何処に存在しているのかという問題は未
確認ながら、拡散層の形成が密着性に寄与するというよりも脱水素の効果という方が適切
であると考えられる。
【００５９】
　なお、９０°曲げ試験でニオブ材が疲労破壊しても剥離が生じないほどの良好な密着性
が得られる銅電鋳層は、剪断強さ試験においても、剪断部位がニオブと銅電鋳層の界面で
はなく銅電鋳層内部になり高い剪断強さの値を示すことは既に述べた通りであり、かかる
銅電鋳層の伸びが４０％を超えることも別途の引張試験によって確認できる。したがって
、そのような良好な密着性を示す実施例の複合管材が液圧バルジ加工に耐えうることは明
らかである。
【００６０】
　以上の如く本発明は、銅電鋳工程に至る迄に、ニオブ管材の表面を意図的に酸化させな
い方法で表面を物理加工する工程と、同じく意図的に酸化させないような脱脂及び活性化
工程と、ニッケルストライめっきとを採用、次いで銅電鋳加工し、好ましくは４００℃、
より好ましくは５００℃以上の温度でアニールすることで銅電鋳層とニオブとを強固に密
着させた複合管材を創製できるもので、これによって電子ビーム溶接の利用を低減し、コ
ストダウンと高加速電界とを同時に達成する加速空洞を製作できる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、今後ますます需要が拡大するであろう超伝導加速空洞を経済的に製作し、且
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つ高性能化を達成する上で最も重要な基幹素材となる電鋳銅／ニオブ複合管材を全て湿式
の汎用の電鋳技術と電鋳後のアニールとの組み合わせで製造し得るものである。それによ
り今後ますます大型化し、建設コストの増大が見込まれる加速器の建設コストの低減が計
れると言う波及効果がある。加速器自体は、学術研究のみならず、今後医療分野、農業分
野、工学分野などの幅広い用途が見込まれる。

【図１】 【図２】

【図３】
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